
当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（愛知県指定第２３７３１０００５２） 

  

 

    指定居宅介護支援事業所 

「安城市ふれあいサービスセンター」 

重要事項説明書 

 

 

当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対象と

なります。なお、要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 

 

１ 実施事業者 

 当事業所の実施主体である事業者は、次のとおりです。 

 （１）法人名 社会福祉法人 安城市社会福祉協議会 

 （２）法人所在地 安城市赤松町大北７８番地４ 

（３）電話番号 ０５６６－７７－２９４１ 

 （４）代表者氏名 会長  神谷明文 

（５）設立年月 昭和４３年４月（法人登記） 

 

２ 事業所の概要 

 当事業所の概要は次のとおりです。 

 （１）種類 指定居宅介護支援事業所 

（２）目的 介護保険法令に従い、契約者（利用者）が居宅において、その有する能力

に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的

として、サービスを提供します。 

（３）名称 指定居宅介護支援事業所「安城市ふれあいサービスセンター」 

       （平成１１年８月３１日指定 愛知県第 2373100052 号） 

 （４）所在地 安城市赤松町大北７８番地４（社会福祉会館内） 

（５）電話 ０５６６－７２－０１２３ 

 （６）管理者 辻田雅美 

 （７）運営方針 

  ア 介護支援専門員は、要介護等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ、

自立した日常生活を営むことができるように配慮して行います。 

  イ  利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意図を尊重し、適切な保健医

療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供され

るように配慮して行います。 
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  ウ  市、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等と

の連携に努めます。 

  エ 看取り期における利用者、家族との十分な話し合いや関係者との連携に留意して

取り組みます。 

 （８）開設 平成１１年８月３１日 

 

３ 事業実施地域及び営業日 

 当事業所の実施区域、営業日等は次のとおりです。 

 （１）実施地域 安城市全域 

 （２）営業日及び営業時間 

  ア 営業日 火曜日から土曜日、ただし、祝祭日及び１２月２９日から１月３日まで

を除く。 

  イ 時間 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

４ 職員の体制 

当事業所では、契約者（利用者）に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員とし

て、以下の職員を配置しています。 

 【主な職員の配置状況】 

管理者の人数 1人  

介護支援専門員の人数  3人以上 

その他事務員等の人数   

         

５ 当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、次のサービスを提供します。 

 なお、当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給

付されるため契約者（利用者）の利用料負担はありません。 

 （１）サービスの内容と利用料金 

ア 居宅サービス計画の作成 

   契約者（利用者）の家庭を訪問して、契約者（利用者）の心身の状況、置かれてい

る環境等を把握し、居宅介護サービス及びその他の必要な保健・医療サービス、福祉

サービス（以下「指定居宅サービス等」という。）が、総合的かつ効率的に提供される

ように配慮して、居宅サービス計画を作成します。 
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【居宅サービス計画の作成の流れ】 

① 事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させま

す。 

        

② 居宅サービス計画の作成の開始にあたって、利用者の日常生活全般を支援するサー

ビスが包括的に提供されるように、必要に応じて当該地域における多様な主体により

提供されるサービス及び指定居宅サービス事業者等を複数紹介し、サービスの内容、

利用料等の情報を契約者（利用者）又はその家族に対して適正に提供し、契約者（利

用者）にサービスの選択を求めます。 

      

③ 介護支援専門員は、契約者（利用者）及びその家族の置かれた状況等を考慮して、

契約者（利用者）に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供す

るうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 

 

  イ 居宅サービス計画作成後の便宜の供与 

契約者（利用者）及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的

に行い、居宅サービス計画の実施状況を把握します。 

     居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう、指定居宅サービス

事業者等との連絡調整を行います。 

    契約者（利用者）の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行

います。 

  ウ 居宅サービス計画の変更 

     契約者（利用者）が居宅サービス計画の変更を希望した場合、又は事業者が居宅

サービス計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と契約者（利用者）双方の合

意に基づき、居宅サービス計画を変更します。 

  エ 介護保険施設への紹介 

    契約者（利用者）が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められ

る場合又は利用者が介護保険施設への入所を希望する場合には、介護保険施設の紹

介を行います。ただし特定の介護保険施設の紹介は行いません。 

  オ 利用料金 

     居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づい

て、介護保険から以下のサービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法定代

理受領）は、契約者（利用者）の自己負担はありません。 

    ただし、契約者（利用者）の介護保険料の滞納等により、事業者が介護保険から

サービス利用料金に相当する給付を受領することができない場合は、国が定めると

ころの利用料金をお支払いください。 

 

 

④ 介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定居

宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分して、その種類・選定

理由・内容・利用料等について契約者（利用者）及びその家族等に対して説明し、

契約者（利用者）の同意を得たうえで決定するものとします。 
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 【サービス利用料金】 

 

要介護度区分 

取扱い件数区分 

要介護１・２ 

（サービス利用料金） 

要介護３～５ 

（サービス利用料金） 

介護支援専門員１人当りの利用者

の数が４5人未満の場合 

居宅介護支援費Ⅰ 

(１１，３１６円） 

居宅介護支援費Ⅰ 

（１４，７０２円） 

【主な加算】 

加算内容 加算 内 容 ・ 回 数 等 

特 定 事 業 所 加 算 （ Ⅱ ） ４，３８６円 

「利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留

意事項に係る伝達等を目的とした会議を定期的に開催

すること」等厚生労働大臣が定める基準に適合する場合

（一月につき） 

初 回 加 算 ３,１２６円 

新規に居宅サービス計画を作成する場合要支援者が

要介護認定を受けた場合に居宅サービス計画を作成

する場合 

要介護状態区分が２区分以上変更された場合に居宅

サービス計画を作成する場合 

通 院 時 情 報 連 携 加 算 ５２１円 

利用者が病院または診療所において医師の診察を受

ける時に介護支援専門員が同席し、医師等に利用者

に係る必要な情報提供し医師等から必要な情報提供

を受けたうえで居宅サービス計画に記録した場合 

入 院 時 情 報 連 携 加 算 Ⅰ ２，６０５円 
利用者が入院する前又は当日のうちに、医療機関の職

員に対して必要な情報を提供した場合 

入 院 時 情 報 連 携 加 算 Ⅱ ２，０８４円 
利用者が入院した翌々日までに、医療機関の職員に対し

て必要な情報を提供した場合 

退 院 ・ 退 所 加 算 （ Ⅰ ） イ ４，６８９円 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護

老人保健施設の職員から利用者に係る必要な情報の提

供をカンファレンス以外の方法により 1回受けた場合 

退 院 ・ 退 所 加 算 （ Ⅰ ） ロ ６，２５２円 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護

老人保健施設の職員から利用者に係る必要な情報の提

供をカンファレンスにより 1回受けた場合 

退 院 ・ 退 所 加 算 （ Ⅱ ） イ ６，２５２円 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護

老人保健施設の職員から利用者に係る必要な情報の提

供をカンファレンス以外の方法により２回以上受けた場合 

退 院 ・ 退 所 加 算 （ Ⅱ ） ロ ７，８１５円 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護

老人保健施設の職員から利用者に係る必要な情報の提

供を 2回受けており、うち 1回以上はカンファレンスによる

場合 

退 院 ・ 退 所 加 算 （ Ⅲ ） ９，３７８円 

病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護

老人保健施設の職員から利用者に係る必要な情報の提

供を３回以上受けており、うち 1 回以上はカンファレンス

による場合 

緊急時等居宅カンファレンス加算 ２，０８４円 

病院又は診療所の求めにより医師又は看護師等と共に

利用者の居宅を訪問しカンファレンスを行い、必要に応じ

てサービスの利用に関する調整を行った場合 

ターミナルケアマネジメント加算 ４，１６８円 
死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上在宅の訪問を

行った場合 
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  カ 通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用さ

れる場合は、サービスの提供に際し、要した交通費の実費をいただきます。 

  キ 利用料金のお支払い方法 

    利用料金、交通費が生じた場合は１か月ごとに計算しご請求しますので、翌月２

５日までに指定口座へお振り込みください。 

 

６ 介護支援専門員（ケアマネジャー） 

 サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。ただし、次の場合、介護支援

専門員を交替することができます。 

（１） 事業者からの介護支援専門員の交替 

事業者の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。介護支援専門員

を交替する場合は、契約者（利用者）に対してサービス利用上の不利益が生じないよ

う、十分に配慮するものとします。 

（２） 契約者（利用者）からの交替の申し出 

選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が業務

上不適当と認められる事情、その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対

して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、契約者（利用者）か

ら特定の介護支援専門員の指名はできません。 

 

７ 事業者の義務 

  当事業所では、契約者（利用者）に対してサービスを提供するにあたり、次のことを

守ります。 

 （１）記録の保存 

契約者（利用者）に提供した居宅介護支援について、記録を作成し、その完結の日

から５年間保管するとともに、契約者（利用者）又は代理人の請求に応じて閲覧させ、

複写物を交付します。 

（２）サービス計画等の交付 

契約者（利用者）が、他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合、その他契約

者（利用者）から申し出があった場合には、契約者（利用者）に対し、直近の居宅サ

ービス計画及びその実施状況に関する書類を交付します。 

（３）守秘義務 

事業者、介護支援専門員又は従業員は、居宅介護支援をするうえで、知り得た契約

者（利用者）及びその家族等に関する事項を、正当な理由なく第三者に漏洩しません。 

（４）個人情報の利用 

サービス担当者会議など、契約者（利用者）へのサービス提供のために必要な情報

については、同意を得たうえで情報を用いることがあります。 

 

８ 損害賠償 

  当事業者の責任により契約者（利用者）に生じた損害については、事業者は、速やか

にその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

  ただし、その損害の発生について、契約者（利用者）に故意又は過失が認められる場

合には、契約者（利用者）の置かれた心身の状況を斟酌して、相当と認められるときに
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限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

 

９ 契約の更新・終了 

  本契約の有効期間は、契約者（利用者）の要介護認定の有効期間満了日までですが、

契約期間満了の７日前までに、契約者（利用者）から契約終了の申し入れがない場合に

は、契約は同条件にて更新され、以後も同様となります。 

  ただし、次の場合、本契約は終了します。 

（１）契約者（利用者）が死亡したとき。 

（２）要介護認定で、契約者（利用者）が自立、要支援１・２と判定されたとき。 

（３）契約者（利用者）が介護保険施設に入所したとき。 

（４）事業者が解散、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖したとき。 

（５）当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退したとき。 

（６）契約者（利用者）から契約解除の申し出があったとき。 

   ア 契約満了日の７日前までに申し出たとき。 

   イ 次の場合、満了日７日未満でも契約解除ができます。 

   ①  事業者が作成した居宅サービス計画に同意できない場合 

   ②  事業者もしくは介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める居宅介護支援

を実施しない場合 

   ③  事業者もしくは介護支援専門員が守秘義務に違反した場合 

   ④  事業者もしくは介護支援専門員が故意又は過失により契約者（利用者）の身体、

財物、信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大

な事情が認められる場合 

（７）事業者から契約解除の申し出があったとき。 

次の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

  ア  契約者（利用者）が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項につい

て、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果、本契約を継続しがた

い重大な事態が発生した場合 

  イ 契約者（利用者）が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もし

くは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行

うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事態が発生した場合 

 

１０ 事故発生時の対応 

事業者は、居宅介護支援の実施に際して利用者のけがや体調の急変があった場合に

は、医師や家族への連絡、その他適切な措置を迅速に行います。 

 

１１ 虐待防止及び身体拘束適正化 

   事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講じます。  

（１）虐待及び身体拘束を防止するための職員研修の実施 

（２）利用者及びその家族からの虐待及び身体拘束に関する通報の受付体制の整備 

（３）虐待防止委員会及び身体拘束適正化委員会の設置 

２ 事業所は、事業所従事者又は養護者（家族等利用者を養護する者）による虐待を発見

したときは、速やかに管轄の地域包括支援センター又は市へ通報します。 



 

7 

１２ 業務継続計画 

利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けるため、以下のとおり取り組みます。 

（１）自然災害の発生に備え、対応指針を作成して掲示するとともに、職員研修や必要な

訓練を実施します。 

（２）感染症の予防及びまん延防止のため、対応指針を作成し掲示するとともに、職員研

修をするほか、必要な訓練を実施します。 

 

１３ 苦情受付 

  事業所は、提供した指定居宅介護支援又は居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サ

ービス等に対する利用者又はそのご家族等からの苦情・ハラスメントに迅速かつ適切に

対応するために必要な措置を講じます。 

 サービスに対する苦情は、以下の窓口や機関で受け付けます。  

（１）事業者 

    担当者  安城市社会福祉協議会 くらしサポート課 

介護支援係 辻田雅美 

所在地  〒446-0046 安城市赤松町大北78番地4 

連絡先  ℡ 0566-72-0123 Fax 0566-73-0437 

受付時間  火～土曜 ※祝祭日、年末年始を除く 

午前８時３０分～午後５時１５分 

 （２）その他苦情受付機関 

  ア 機関名  安城市福祉部高齢福祉課介護保険係 

所在地  〒446-8501 安城市桜町18番23号 

連絡先  ℡ 0566-71-2290 Fax 0566-74-6789 

受付時間  平日（月～金曜）※祝祭日、年末年始を除く 

午前９時～午後４時 

（令和８年５月３１日までは午前８時３０分～午後５時１５分） 

  イ 機関名  愛知県国民健康保険団体連合会 

介護福祉課内 苦情相談窓口 

    所在地  〒461-8532 名古屋市東区1丁目6番5号 

連絡先   ℡ 052-971-4165  Fax 052-962-8870 

受付時間  平日(月～金曜) ※祝祭日、年末年始を除く 

午前９時～午後５時 

 

１４ その他 

（１）介護保険証や医療受給者証等を確認します。介護保険証の内容に変更があった場合、

入院となった場合は必ずご連絡ください。 

（２）職員訪問の際はペットをゲージに入れる、リードにつなぐ等の対応をお願いします。 

（３）見守りカメラの設置を含め、職員の撮影や会話等を録音する場合、事前に事業所の

同意を得てください。また、同意を受けて撮影、録画、録音された記録であってもＳＮ

Ｓ等で利用者とその家族以外に知らせないでください。 

（４）事業所の職員に対しての直接の暴言、暴力行為のほか、誹謗中傷はしないでくださ

い。これらの行為が継続するときは、サービスの提供ができないことがあります。  
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説明日 

令和   年   月   日 

 

【事業所】 

 指定居宅介護支援の提供開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

  

   指定居宅介護支援事業所「安城市ふれあいサービスセンター」 

 

  説明者職名 介護支援専門員    氏名                

 

 

【契約者（利用者）】 

 本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定居宅介護支援の提供開始に同

意しました。 

 また、サービス利用に必要な情報をサービス事業者等へ提供することに同意します。 

 

利用者  氏  名                   

 

代筆者  氏  名                   

 

続  柄                   
 

代筆理由 

□利用者本人による筆記ができないため 

□その他（                                     ） 

 

職員記入 

□本人同意確認 

 

 
 

 この重要事項説明書は、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」

の規定に基づき、説明、交付をしています。 

 


